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るりの詩保育園 重要事項説明書 

  

保育の提供の開始にあたり，当園があなたに説明すべき内容は，次のとおり

です。 

  

１ 運営主体 

名  称 社会福祉法人南山城学園 

所 在 地 京都府城陽市富野狼谷２－１ 

電 話 番 号 ０７７４－５２－０４２５ 

代表者氏名 理事長 磯 彰格 

    

２ 利用施設 

施 設 の 種 類 小規模保育事業所 A 型 

施 設 の 名 称 るりの詩保育園 

施 設 の 所 在 地 〒618-0013 大阪府三島郡島本町江川二丁目 13 番 

連  絡  先 電話番号 ０７５－９６３－３１１０ 

ＦＡＸ  ０７５－９６３－３１１１ 

管  理  者 藤原 淳 

対 象 児 童 児童福祉法及び子ども・子育て支援法の定めるところによ

り，保育を必要とする満３歳未満の小学校就学前児童 

利 用 定 員 満１歳以上満３歳未満の児童        １３人 

満１歳未満の児童              ６人 

開 設 年 月 日 令和元年５月２０日 

事 業 所 番 号  

 

３ 事業所の目的・運営方針 

  るりの詩保育園（以下「当園」という。）は，以下の運営方針に基づき，保

育を必要とする児童を日々受け入れ，保育を行うことを目的とします。 

 ⑴ “あのね”を聞ける保育 

   当園は日々の生活の中における気づきや発見に耳を傾け，子供たちから

“先生，あのね”と発信できる保育を目指します。 

 ⑵ いつも“笑顔”でいる保育 

   当園は子供たちがいつも“笑顔”でいられるように，いつも“笑顔”で

あふれている保育を目指します。 

 ⑶ 遊びを成長につなげる保育 

   当園は子供たちが遊びの中で“手”や“足”の器用さを高めていく中で，

今日できるようになったことを見逃さず，“そっと”成長につなげていく保

育を目指します。 
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 ⑷ 保護者と見守る保育 

  当園は保護者との悩みに耳を傾け，保護者と共に見守る保育を目指します。 

 

４ 施設・設備等の概要 

（１）施 設 

 

 

面積等 

床面積  ９９．３７ ㎡ 

園庭 なし 

藤の木公園、連携施設の園庭を保

育活動の場として使用します。 

構 造 鉄筋コンクリート 

 

（２）主な設備 

設備 部屋数 備  考 

保育室 １室 床暖房完備 

事務・台所 １室  

幼児用トイレ １室  

一般便所 １室  

 

５ 職員の設置状況 

職 種 員数 備考 

管理者 １名  

主任保育士 １名 常勤換算後 

保育士 
５名以上 

常勤換算後、ただし子どもの人数により変動す

る 

 ※ 当園では，「（島本町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成 26 年 10 月 7 日条例第 24 号」に定める基準に基づき，職

員を配置しています。 

 ※ 職員は，異動等に伴い変動する場合があります。 

＜各職種の勤務体系＞ 

職 種 勤務体系 

管理者 ８：４５～１７：００ 

主任保育士 ６：５５～１９：０５までの範囲で実働最大７時間３０分 

保育士 ６：５５～１９：０５までの範囲で実働最大７時間３０分 

※ ローテーションにより，各保育士の勤務日及び勤務時間帯は異なります。 

※ 職務の都合上，上記とは異なる勤務時間帯となることがあります。 
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６ 保育を提供する日 

  保育を提供する日は，月曜日から土曜日までとします。ただし，年末年始

（１２月２９日から１月３日）及び日曜、祝日は休園となります。 

 

７ 保育を提供する時間 

  保育を提供する時間は，次のとおりとします。 

 ⑴ 保育標準時間認定に係る保育時間 

   保育標準時間認定に係る支給認定証を市町村から交付されている方の場

合，７時００分から１８時００分までの範囲内で，保育を必要とする時間と

なります（実際に保育を提供する日及び時間帯は，就労時間その他保育を必

要とする時間を勘案し，当園との協議のうえで保護者ごとに個別に決定しま

す）。 

   なお，上記以外の時間帯において，やむを得ない理由により保育が必要

な場合は，１８時００分から１９時までの範囲内で，時間外保育を提供いた

します（時間外保育の利用に当たっては，市町村にお支払いいただく通常の

保育料の他に，別途利用者負担が必要となります）。 

 ⑵ 保育短時間認定に係る保育時間 

  ８時３０分から１６時３０分までの範囲内で，支給認定保護者が保育を必

要とする時間とする（実際に保育を行う日及び時間帯は，就労時間その他

保育を必要とする時間を勘案し，当園との協議により決定する）。８時３０

分から１６時３０分までの範囲内で，支給認定保護者が保育を必要とする

時間とする。 

   なお，上記以外の時間帯において，やむを得ない理由により保育が必要

な場合は，７時００分から８時３０時まで及び１６時３０分から１９時ま

での範囲内で，時間外保育を提供する（時間外保育の利用に当たっては，

市町村にお支払いただく通常の保育料の他に,別途利用者負担が必要とな

る）。 

 ⑶ 最終登園時間 

   保育標準時間認定，保育短時間認定のいずれの認定を受けた場合であっ

ても，最終登園時間は９時００分となっております。都合によりやむを得

ない場合を除き，９時００までに登園していただきます。 

 

８ 提供する保育等の内容 

  当園は，保育所保育指針（平成 29 年厚生労働省告示第 117 号）を踏まえ，

以下の保育その他の便宜の提供を行います。 

 ⑴ 特定地域型保育及び時間外保育の提供 

   上記７に記載する時間において，保育を提供します。 
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⑵ 食事の提供 

   児童の年齢に応じ，以下の時間帯に食事の提供を行います。 

 午前間食 昼食 午後間食 備考 

０歳児 
 １１時００頃 １５時００頃 

おやつは、園

児の様子や体

調等に沿って

提供を調整致

します。 

１歳児 
 １１時３０頃 １５時００頃 

２歳児 
 １１時３０頃 １５時００頃 

  ※ 献立表は毎月別途お知らせします。 

  ※ 延長保育を行う場合は、１８時３０頃に間食があります。（１９時まで

保育を行う場合） 

  ※ 食物アレルギー等，体質に合わない食材があればご相談ください。ま 

   た、個別食の対応は原則的にアレルギー食のみとします。なお、個別食 

   の対応が極めて困難な場合は、弁当持参を依頼する場合があります。 

※  個別食（アレルギー食）を提供させていただくには、医師が記入する 

「生活管理指導表」必要となります。 

 

９ 利用料金 

 ⑴ 特定地域型保育に係る利用者負担（保育料） 

   支給認定証の発行を行った市町村が定める利用者負担額（月額）を当園

にお支払いいただきます。 

   ただし，転居等やむを得ない理由により月の途中で退所する場合につい

ては，在籍日数に応じ日割計算で算定します。 

 ⑵ 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金等 

   ⑴に掲げる利用者負担額のほか，別表に掲げる費用を負担していただき

ます。お支払方法については，別途お知らせします。 

 

１０ 利用の終了に関する事項 

   当園は，以下の場合には保育の提供を終了いたします。 

  ⑴ 園児が満３歳に達したとき（ただし，満３歳に達した年度の３月３１日

までは保育を提供いたします）。 

  ⑵ 児童の保護者が，児童福祉法又は子ども・子育て支援法に定める支給

要件に該当しなくなったとき 

  ⑶ その他，利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 

 

１１ 連携施設 

   当園は，保育を適正に実施し，当園における保育終了後も継続的に児童

の受入先が確保されるよう，次に掲げる事項に係る連携協力を行う教育・
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保育施設を確保しております。 

 ⑴ 連携内容 

  ア 園児に集団保育を体験させるための機会の設定，その他保育の内容に

関する支援 

  イ 代替保育（当園の職員の病気，休暇等により特定地域型保育を提供す

ることができない場合に，当園に代わって提供する保育をいう。）の提供 

  ウ 当園における保育の提供終了に際しての当該児童の継続的な受入 

 ⑵ 連携施設 

  ア 高浜学園 

運営主体  社会福祉法人 博乃会 

所 在 地 大阪府三島郡島本町高浜 1-1-7 

連携内容  上記⑴のア・ウ 

電話番号  075-963-2885 

 イ 認定こども園 ゆいの詩 

運 営 主 体 社会福祉法人 南山城学園 

所 在 地 島本町桜井二丁目 7 番 1 号 

連 携 内 容 上記⑴のア・イ・ウ 

電 話 番 号 075-962-1666 

※ 当園の卒園後，保育園（当園の連携施設となっている保育園を含む）

への入園を希望される場合は，再度お住まいの市町村への利用申込が必

要となります。市町村の利用調整の結果，御希望の保育園に入園できな

い場合もありますので御了承ください。 

 

１２ 嘱託医 

   当園は，以下の医療機関を嘱託医としています。 

    

   １）小児科 

医療機関の名称 南山城学園診療所 

担 当 医 師 磯 亜佑美 

所  在  地 京都府城陽市富野狼谷２－１ 

電 話 番 号 0774－52－0425 

 

２）歯科 

医療機関の名称 南山城学園 診療所（歯科） 

医 院 長 名 磯 彰格 

所 在 地 京都府城陽市富野狼谷２－１ 

電 話 番 号 0774－52－0425 
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１３ 緊急時の対応 

   お預かりしている園児に病状急変等の緊急事態が発生した場合には，保

護者の指定する医療機関及び緊急連絡先等へ速やかに連絡を行います。ま

た，体温が３７．５℃以上を超える可能性及び超えた場合は，保護者に園

児の状態とお迎えの連絡をいたします。 

 

 

１４ 要望・苦情等に関する相談窓口 

   当園では，要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

 

当園 

ご利用相談窓口 

・窓口担当者  藤原 淳（るりの詩保育園管理者） 

・受付管理   西田 周二（事務局長） 

・解決責任者  水野 正人（こども担当理事） 

・ご利用時間  ８：５０～ １７：００ 

・電話番号   ０７５－９６３－３１１０ 

 Ｆ Ａ Ｘ   ０７５－９６３－３１１１ 

 担当者が不在の場合は，当園職員までお申し出ください。 

第三者委員 

（１）同志社大学社会学部社会福祉学科教授 

・空閑 浩人(くが ひろと) 

電話番号 075-251-3463 

（２）島本町民生委員児童委員協議会 

・中本 眞智子（中本 まちこ） 

 電話番号 075-961-0761 

※ 当園では，上記のほか園内に要望・苦情等に係る投函箱を設置しています。 

 

１５ 非常災害時の対策 

非常時の対応 別途に定める，消防計画書により対応いたします。 

園舎の耐火構造 耐火建築物 

防災設備 

・自動火災報知機     

・誘 導 灯      

・その他，カーテン等の防炎処理   

避難・消火訓練  避難及び消火の訓練は，毎月１回以上実施します。 
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１６ 当園におけるその他の留意事項 

お迎えが遅れる場合 
認定されている保育時間以外の保育は時間外保育となり

ますので、あらかじめご了承ください。 

感染症 

感染症やその他流行の病気などの時は、感染防止のため、

登園を控えていただきますようお願いします。 

なお、別紙の「感染症について」をご一読いただき、感

染症治癒時には医療機関における医師の意見をもとに「登

園届」に医師の署名（又はゴム印）を受け、さらに保護者

の署名捺印したものをご持参の上、登園していただきます

ようお願いいたします 

喫煙 当園の敷地内はすべて禁煙です。 

宗教活動，政治活動， 

営利活動 

利用者の思想，信仰は自由ですが，他の利用者に対する

宗教活動，政治活動及び営利活動はご遠慮ください。 

１７ 個人情報の取り扱いに関する事項 

 個人情報保護に対する基本方針及び情報の取り扱いについては，個人情報使

用同意書の通りとします。 

 

１８ その他 

  当該重要事項説明書に定めるもののほか，入園，利用に当たっての詳細

な留意事項等については，別途当園が作成する「入園のしおり等」において

提示するものとします。 
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別表 

１ 全員が対象となるもの  

⑴ 特定地域型保育の提供に要する利用者負担金（上乗せ徴収分，実費分） 

項目 内容，負担を求める理由及び目的 金額 

保育に係る備品費 
帽子、お便りｹｰｽその他園児個人の

所有となるもの等 
実際に要した費用  

写真代 撮影した写真（希望制） 実際に要した費用 

布団リース料 昼寝布団のリース料 月額  １，９８０ 円 

紙おむつ代 当園で使用する紙おむつ代（貸出） １枚    ５０  円 

遠足に係る交通費 
公共交通機関、その他移動手段に

要する経費等 
実際に要した費用 

２ 該当者（利用者）のみ対象となるもの 

⑴ 保育標準時間認定の方 

ア 保育標準時間に係る延長保育料（※備考） 

    １８時００分～１９時まで保育を利用する旨を当園との間であらかじ

め取り交わした方については、以下の料金を支払うものとする。 

① ３０分までの場合         月額 １,５００円 

   ② ３０分を超え１時間までの場合   月額 ２,５００円 

  イ 超過利用料金 

    延長保育の利用に関する取り決めを当園との間で取り交わしていない

にも関わらず、お迎えが１８時００分以降のなった場合は、３０分あた

り ５００円 

 ⑵ 保育短時間認定の方（※備考） 

  ア 保育短時間認定に係る 

    延長保育を利用する旨を当園との間であらかじめ取り交わした方につ

いては、１日当たりの利用時間に応じ、以下の料金を支うものとする。 

    １日当たりの時間が 

   ① ３０分までの場合         月額 １,５００円 

   ② ３０分を超え１時間までの場合   月額 ２,５００円 

   ③ １時間を超え２時間までの場合   月額 ５,０００円 

   ④ ２時間を超え３時間までの場合   月額 ７,５００円  

   ⑤ ３時間を超えて４時間までの場合  月額 １０,０００円 

  イ 超過利用料金 

    延長保育の利用に関する取り決めを当園との間で取り交わしていない

にも関わらず、お迎えが１６時３０分以降になった場合は、３０分あた

り ５００円 
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 ⑶ 日常的ではなく，当日の都合により時間外保育を利用する場合 

  ア 保育標準時間認定及び短時間認定に係る時間外保育料 

   ①１８時００分～１９時まで利用した場合 ３０分あたり  ５００円 

イ 保育短時間認定に係る時間外保育料 

   ①７時００分～８時３０分まで利用した場合 ３０分あたり ５００円 

   ②１６時３０分～１９時まで利用した場合  ３０分あたり ５００円 

（※備考） 保育料が第１階層（生活保護世帯）及び第２階層（市民税非課税

世帯）の方については、延長保育料の減免が可能ですのでお申し出

ください。 

 

○当園は，上記費用の支払を受けた場合は，領収証を交付いたします。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

当園における保育の提供を開始するに当たり，本書面に基づき重要事項の説

明を行いました。 

  

 事業所名：社会福祉法人南山城学園 るりの詩保育園 

 

 説明者職名：           氏名   

 

- 

私は，本書面に基づいて、るりの詩保育園の利用に当たっての重要事項の説明

を受け，同意しました。 

 

    年   月   日 

 

保護者住所：  

 児童氏名 ：  

 保護者氏名：              印 

 児童から見た続柄：    

 

 


